
契約保証金 取扱いフロー 

１．契約保証金の金銭の納付に代えることができる担保 

① 有価証券（無記名の国債又は地方債等） 

② 銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証 

③ 公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2条第 4項に規定する保証事業会社の保証 

２．契約保証金の納付を免除することができる場合 

 ④ 市を被保険者とする履行保証保険契約 

⑤ 過去 2 年間に国又は地方公共団体とその種類及び規模を同じくする契約を 2 回以上にわたって

誠実に履行した実績を有する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約業者 

 

「契約保証に関する届出書」（様式１） 

により納付方法の決定 

契約時に持参 

 

保証金の納付方法 

現金・小切手 

債権・証書 

保 証 証 書 

債権・保証書 

 

保証証書 

 
損保会社 

保証会社 

 の場合 

現金・小切手 

 

「契約書・保証書」 

の提出 

納入通知書 

 

金融機関で納付（業者納付） 

 

「契約保証金預り書」（様式３） 

 市 （受付印を押印後に業者へ交付）業者保管 

 

① ② ③ 

「契約保証金納付済み届出書」

（様式２）を持参 

「払 戻 請 求 書」（様式３） 

 業者  社名・押印して提出 管財係へ持参 

（工事検査完了通知後） 

「契約保証に係る領収書」（様式４） 

 

債 権 ・ 保 証 書 

 

返 還 完 了 

 

業者の指定する口座へ振込手続 

 

振 込 完 了 

 

免 除 

 

履行保証保険 

 

「保険証券」 

の提出 

④ 

⑤ 

 

（東日本建設業保証株式会社） 

 


